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「サンゴの村宣言」のロゴマーク及びオリジナルキャラクター（以後ロゴ等と
する）を使用する際には、事前に恩納村観光協会に使用申請をしていただ
く必要があります。

はじめに

提出資料一覧

①使用申請書（様式第1号）

②申請者の所在、団体概要等の活動内容を明らかにする書類

③ロゴ等の使用内容がわかる企画書等

④その他、恩納村観光協会が必要と認める書類

手続きの流れ

受付完了から約１ヶ月程かかります。

使用申請書提出

審査・承認

データの受け渡し

サンプルの提出



現在申請中、または申請後利用内容を変更する場合は、変更申請が必要
です。使用承認変更申請書を提出してください。

利用内容を変更

①村の関係機関が使用する場合

②学校等が教育の目的で使用する場合。

③村内自治会等の住民組織が、地域活動で使用する場合。

④報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合。

⑤個人、家庭内等の限られた範囲内において使用する場合。

⑥その他村長が使用について適当と認めた場合。

申請免除

恩納村観光協会
E‐mail: taiken@onnabi.or.jp TEL:098‐966‐2893
住所：沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973番地

恩納村ふれあい体験学習センター内

提出先・お問合せ

※申請免除の場合も、次のページの「デザイン使用上の注意事項」に記載されているものは、
遵守していただく必要があります。



デザイン使用上の注意項目

禁止例

①色を変えてはいけません

色指定以外の色を使用しないでください。

②変形させてはいけません

デザインの比率を変えたりしないでください。
サイズを変更する際はシフトキーを押しな
がら調整してください。

③切り取ってはいけません

ロゴ等の一部分だけを切り取ったりしない
でください。

④改造してはいけません

ロゴ等の枠線を太くする、文字部分のフォ
ントを変えるなど、デザインを変更しない
でください。

※これらは一例であり、ロゴ等のイメージを損なうようなデザインや公序良俗
に反するようなデザインの使用は禁止します。また、イメージを損なわず、
デザイン的に優れているとみなされる場合は、恩納村観光協会にて協議後、
承認する場合がございます。

ロゴ等は原則以下のように正しくお使いください。
なお、ロゴ等に関する著作権は恩納村に帰属します。



色指定

ロゴ等の色は、原則変更しないようにしてください。







【サンゴの村宣言】 ロゴ

ロゴ文字

下・横バージョン



【色はっきりバージョン】



【水彩画風バージョン】




























